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(57)【要約】
【課題】基板液処理装置において、濃度センサの故障等
を防止する。
【解決手段】本発明では、基板(8)を処理するための処
理液を貯留する処理液貯留部(38)と、前記処理液貯留部
(38)に前記処理液を供給する処理液供給部(39)と、前記
処理液を排出させる処理液排出部(41)と、前記処理液中
の濃度を計測する濃度センサ(61)と、前記濃度センサ(6
1)と接続され、前記処理液供給部(39)と処理液排出部(4
1)とを制御する制御部(7)とを有し、前記制御部(7)は、
前記処理液を前記処理液排出部(41)から排出させるとと
もに、前記処理液供給部(39)から新たな前記処理液を供
給させ、前記処理液の一部だけを前記濃度センサ(61)に
接液させて前記処理液中の濃度を計測させて前記処理液
排出部(41)から排出される前記処理液よりも前記濃度セ
ンサ(61)に接液させる前記処理液が少なくなるようにし
た。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を処理するための処理液を貯留する処理液貯留部と、
　前記処理液貯留部に前記処理液を供給する処理液供給部と、
　前記処理液を排出させる処理液排出部と、
　前記処理液中の濃度を計測する濃度センサと、
　前記濃度センサと接続され、前記処理液供給部と処理液排出部とを制御する制御部と、
を有し、
　前記制御部は、前記処理液を前記処理液排出部から排出させるとともに、前記処理液供
給部から新たな前記処理液を供給させ、前記処理液の一部だけを前記濃度センサに接液さ
せて前記処理液中の濃度を計測させて前記処理液排出部から排出される前記処理液よりも
前記濃度センサに接液させる前記処理液が少なくなるようにすることを特徴とする基板液
処理装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記処理液の一部だけを分岐して前記濃度センサに接液させて前記処理
液中の濃度を計測させることを特徴とする請求項１に記載の基板液処理装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記処理液を所定のタイミングで断続的に前記処理液排出部から排出さ
せるとともに、前記処理液供給部から新たな前記処理液を供給し、前記処理液について所
定のタイミングで前記処理液中の濃度を前記濃度センサで計測させ、
　前記濃度センサで前記処理液中の濃度を計測させる前記所定のタイミングは、前記処理
液排出部から前記処理液を排出させる前記所定のタイミングよりも頻度を少なくしたこと
を特徴とする請求項１に記載の基板液処理装置。
【請求項４】
　処理液貯留部に貯留した基板を処理するための処理液を処理液排出部から排出させると
ともに、処理液供給部から新たな前記処理液を供給し、前記処理液の一部だけを濃度セン
サに接液させて前記処理液中の濃度を計測することで前記処理液排出部から排出される前
記処理液よりも前記濃度センサに接液させる前記処理液が少なくなるようにしたことを特
徴とする基板液処理方法。
【請求項５】
　前記処理液の一部だけを分岐して前記濃度センサに接液させて前記処理液中の濃度を計
測することを特徴とする請求項４に記載の基板液処理方法。
【請求項６】
　処理液貯留部に貯留した基板を処理するための処理液を所定のタイミングで排出すると
ともに、処理液供給部から新たな前記処理液を供給し、前記処理液について所定のタイミ
ングで前記処理液中の濃度を濃度センサで計測し、
　前記濃度センサで前記処理液中の濃度を計測する前記所定のタイミングは、前記処理液
排出部から前記処理液を排出する前記所定のタイミングよりも頻度を少なくしたことを特
徴とする請求項４に記載の基板液処理方法。
【請求項７】
　基板を処理するための処理液を貯留する処理液貯留部と、
　前記処理液貯留部に前記処理液を供給する処理液供給部と、
　前記処理液を排出させる処理液排出部と、
　前記処理液中の濃度を計測する濃度センサと、を有する基板液処理装置を用いて、前記
基板の液処理を実行させる基板液処理プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な
記憶媒体において、
　前記処理液を前記処理液排出部から排出させるとともに、前記処理液供給部から新たな
前記処理液を供給させ、前記処理液の一部だけを前記濃度センサに接液させて前記処理液
中の濃度を計測させて前記処理液排出部から排出される前記処理液よりも前記濃度センサ
に接液させる前記処理液が少なくなるようにすることを特徴とする基板液処理プログラム
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を記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板を処理する処理液中の濃度（たとえば、シリコン濃度）を計測する基板
液処理装置及び基板液処理方法並びに基板液処理プログラムを記憶したコンピュータ読み
取り可能な記憶媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体部品やフラットパネルディスプレイなどの製造には、半導体ウエハや液晶基板な
どの基板に対してエッチング液（処理液）でエッチング処理する基板液処理装置が用いら
れている。
【０００３】
　従来の基板液処理装置は、基板を処理するための処理液を貯留する処理液貯留部と、処
理液貯留部に処理液を供給する処理液供給部と、処理液貯留部で貯留した処理液を循環さ
せて処理液の加熱等を行う処理液循環部とを有している。
【０００４】
　そして、基板液処理装置は、処理液貯留部に貯留した処理液に複数枚の基板を浸漬させ
て基板を処理液で液処理する。また、基板液処理装置は、処理液供給部から供給された処
理液を処理液循環部で循環させて所定の温度に加熱する。
【０００５】
　この基板液処理装置では、処理液で基板を繰返し処理すると、基板の処理によって処理
液に含有される不純物等の濃度が増加してしまい、基板を良好に処理することができなく
なる。たとえば、基板をリン酸水溶液（エッチング液）でエッチング処理する場合には、
処理液の能力（エッチングレート）が処理液中のシリコン濃度に依存するために処理液中
のシリコン濃度を一定範囲内に保持する必要があるが、基板の処理を繰り返すことでエッ
チング液中のシリコン濃度が増加し、処理液の能力が低下して基板を良好にエッチング処
理することができなくなる。
【０００６】
　そのため、従来の基板液処理装置では、処理液中のシリコン濃度を計測するための濃度
センサを設けている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－２３９５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところが、上記従来の基板液処理装置では、濃度センサが故障や誤作動するおそれがあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　そこで、本発明では、処理液貯留部に貯留した基板を処理するための処理液を処理液排
出部から排出させるとともに、処理液供給部から新たな前記処理液を供給し、前記処理液
の一部だけを濃度センサに接液させて前記処理液中の濃度を計測することで前記処理液排
出部から排出される前記処理液よりも前記濃度センサに接液させる前記処理液が少なくな
るようにした。
【００１０】
　特に、前記処理液の一部だけを分岐して前記濃度センサに接液させて前記処理液中の濃
度を計測することにした。
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【００１１】
　また、処理液貯留部に貯留した基板を処理するための処理液を所定のタイミングで排出
するとともに、処理液供給部から新たな前記処理液を供給し、前記処理液について所定の
タイミングで前記処理液中の濃度を濃度センサで計測し、前記濃度センサで前記処理液中
の濃度を計測する前記所定のタイミングは、前記処理液排出部から前記処理液を排出する
前記所定のタイミングよりも頻度を少なくすることにした。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明では、濃度センサの故障や誤作動等の発生を防止することができ、基板を良好に
液処理することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】基板液処理装置を示す平面説明図。
【図２】エッチング処理装置を示す説明図。
【図３】処理液排出部を示す説明図。
【図４】基板液処理方法を示す説明図。
【図５】基板液処理方法を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明に係る基板液処理装置及び基板液処理方法並びに基板液処理プログラム
の具体的な構成について図面を参照しながら説明する。
【００１５】
　図１に示すように、基板液処理装置１は、キャリア搬入出部２、ロット形成部３、ロッ
ト載置部４、ロット搬送部５、ロット処理部６、制御部７を有する。
【００１６】
　キャリア搬入出部２は、複数枚（たとえば、25枚）の基板（シリコンウエハ）８を水平
姿勢で上下に並べて収容したキャリア９の搬入及び搬出を行う。
【００１７】
　このキャリア搬入出部２には、複数個のキャリア９を載置するキャリアステージ10と、
キャリア９の搬送を行うキャリア搬送機構11と、キャリア９を一時的に保管するキャリア
ストック12,13と、キャリア９を載置するキャリア載置台14とが設けられている。ここで
、キャリアストック12は、製品となる基板８をロット処理部６で処理する前に一時的に保
管する。また、キャリアストック13は、製品となる基板８をロット処理部６で処理した後
に一時的に保管する。
【００１８】
　そして、キャリア搬入出部２は、外部からキャリアステージ10に搬入されたキャリア９
をキャリア搬送機構11を用いてキャリアストック12やキャリア載置台14に搬送する。また
、キャリア搬入出部２は、キャリア載置台14に載置されたキャリア９をキャリア搬送機構
11を用いてキャリアストック13やキャリアステージ10に搬送する。キャリアステージ10に
搬送されたキャリア９は、外部へ搬出される。
【００１９】
　ロット形成部３は、１又は複数のキャリア９に収容された基板８を組合せて同時に処理
される複数枚（たとえば、50枚）の基板８からなるロットを形成する。
【００２０】
　このロット形成部３には、複数枚の基板８を搬送する基板搬送機構15が設けられている
。なお、基板搬送機構15は、基板８の搬送途中で基板８の姿勢を水平姿勢から垂直姿勢及
び垂直姿勢から水平姿勢に変更させることができる。
【００２１】
　そして、ロット形成部３は、キャリア載置台14に載置されたキャリア９から基板搬送機
構15を用いて基板８をロット載置部４に搬送し、ロット載置部４でロットを形成する。ま
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た、ロット形成部３は、ロット載置部４に載置されたロットを基板搬送機構15でキャリア
載置台14に載置されたキャリア９へ搬送する。なお、基板搬送機構15は、複数枚の基板８
を支持するための基板支持部として、処理前（ロット搬送部５で搬送される前）の基板８
を支持する処理前基板支持部と、処理後（ロット搬送部５で搬送された後）の基板８を支
持する処理後基板支持部の２種類を有している。これにより、処理前の基板８等に付着し
たパーティクル等が処理後の基板８等に転着するのを防止する。
【００２２】
　ロット載置部４は、ロット搬送部５によってロット形成部３とロット処理部６との間で
搬送されるロットをロット載置台16で一時的に載置（待機）する。
【００２３】
　このロット載置部４には、処理前（ロット搬送部５で搬送される前）のロットを載置す
る搬入側ロット載置台17と、処理後（ロット搬送部５で搬送された後）のロットを載置す
る搬出側ロット載置台18とが設けられている。搬入側ロット載置台17及び搬出側ロット載
置台18には、１ロット分の複数枚の基板８が垂直姿勢で前後に並べて載置される。
【００２４】
　そして、ロット載置部４では、ロット形成部３で形成したロットが搬入側ロット載置台
17に載置され、そのロットがロット搬送部５を介してロット処理部６に搬入される。また
、ロット載置部４では、ロット処理部６からロット搬送部５を介して搬出されたロットが
搬出側ロット載置台18に載置され、そのロットがロット形成部３に搬送される。
【００２５】
　ロット搬送部５は、ロット載置部４とロット処理部６との間やロット処理部６の内部間
でロットの搬送を行う。
【００２６】
　このロット搬送部５には、ロットの搬送を行うロット搬送機構19が設けられている。ロ
ット搬送機構19は、ロット載置部４とロット処理部６に沿わせて配置したレール20と、複
数枚の基板８を保持しながらレール20に沿って移動する移動体21とで構成する。移動体21
には、垂直姿勢で前後に並んだ複数枚の基板８を保持する基板保持体22が進退自在に設け
られている。
【００２７】
　そして、ロット搬送部５は、搬入側ロット載置台17に載置されたロットをロット搬送機
構19の基板保持体22で受取り、そのロットをロット処理部６に受渡す。また、ロット搬送
部５は、ロット処理部６で処理されたロットをロット搬送機構19の基板保持体22で受取り
、そのロットを搬出側ロット載置台18に受渡す。さらに、ロット搬送部５は、ロット搬送
機構19を用いてロット処理部６の内部においてロットの搬送を行う。
【００２８】
　ロット処理部６は、垂直姿勢で前後に並んだ複数枚の基板８を１ロットとしてエッチン
グや洗浄や乾燥などの処理を行う。
【００２９】
　このロット処理部６には、基板８の乾燥処理を行う乾燥処理装置23と、基板保持体22の
洗浄処理を行う基板保持体洗浄処理装置24と、基板８の洗浄処理を行う洗浄処理装置25と
、基板８のエッチング処理を行う２台のエッチング処理装置26とが並べて設けられている
。
【００３０】
　乾燥処理装置23は、処理槽27に基板昇降機構28を昇降自在に設けている。処理槽27には
、乾燥用の処理ガス（ＩＰＡ（イソプロピルアルコール）等）が供給される。基板昇降機
構28には、１ロット分の複数枚の基板８が垂直姿勢で前後に並べて保持される。乾燥処理
装置23は、ロット搬送機構19の基板保持体22からロットを基板昇降機構28で受取り、基板
昇降機構28でそのロットを昇降させることで、処理槽27に供給した乾燥用の処理ガスで基
板８の乾燥処理を行う。また、乾燥処理装置23は、基板昇降機構28からロット搬送機構19
の基板保持体22にロットを受渡す。
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【００３１】
　基板保持体洗浄処理装置24は、処理槽29に洗浄用の処理液及び乾燥ガスを供給できるよ
うになっており、ロット搬送機構19の基板保持体22に洗浄用の処理液を供給した後、乾燥
ガスを供給することで基板保持体22の洗浄処理を行う。
【００３２】
　洗浄処理装置25は、洗浄用の処理槽30とリンス用の処理槽31とを有し、各処理槽30，31
に基板昇降機構32,33を昇降自在に設けている。洗浄用の処理槽30には、洗浄用の処理液
（ＳＣ－１等）が貯留される。リンス用の処理槽31には、リンス用の処理液（純水等）が
貯留される。
【００３３】
　エッチング処理装置26は、エッチング用の処理槽34とリンス用の処理槽35とを有し、各
処理槽34,35に基板昇降機構36，37を昇降自在に設けている。エッチング用の処理槽34に
は、エッチング用の処理液（リン酸水溶液）が貯留される。リンス用の処理槽35には、リ
ンス用の処理液（純水等）が貯留される。
【００３４】
　これら洗浄処理装置25とエッチング処理装置26は、同様の構成となっている。エッチン
グ処理装置26について説明すると、基板昇降機構36,37には、１ロット分の複数枚の基板
８が垂直姿勢で前後に並べて保持される。エッチング処理装置26は、ロット搬送機構19の
基板保持体22からロットを基板昇降機構36で受取り、基板昇降機構36でそのロットを昇降
させることでロットを処理槽34のエッチング用の処理液に浸漬させて基板８のエッチング
処理を行う。その後、エッチング処理装置26は、基板昇降機構36からロット搬送機構19の
基板保持体22にロットを受渡す。また、エッチング処理装置26は、ロット搬送機構19の基
板保持体22からロットを基板昇降機構37で受取り、基板昇降機構37でそのロットを昇降さ
せることでロットを処理槽35のリンス用の処理液に浸漬させて基板８のリンス処理を行う
。その後、エッチング処理装置26は、基板昇降機構37からロット搬送機構19の基板保持体
22にロットを受渡す。
【００３５】
　このエッチング処理装置26では、所定濃度の薬剤（リン酸）の水溶液（88.3重量％のリ
ン酸水溶液）を処理液（エッチング液）として用いて基板８を液処理（エッチング処理）
する。
【００３６】
　エッチング処理装置26は、図２に示すように、所定濃度のリン酸水溶液（88.3重量％の
リン酸水溶液）からなる処理液を貯留するとともに基板８を処理するための処理液貯留部
38と、処理液貯留部38に処理液を供給するための処理液供給部39と、処理液貯留部38に貯
留された処理液を循環させるための処理液循環部40と、処理液貯留部38から処理液を排出
する処理液排出部41とを有する。
【００３７】
　処理液貯留部38は、上部を開放させた処理槽34の上部周囲に上部を開放させた外槽42を
形成し、処理槽34と外槽42に処理液を貯留する。処理槽34では、基板８を基板昇降機構36
によって浸漬させることで液処理する処理液を貯留する。外槽42では、処理槽34からオー
バーフローした処理液を貯留するとともに、処理液循環部40によって処理槽34に処理液を
供給する。
【００３８】
　処理液供給部39は、処理液貯留部38に処理液とは異なる濃度（処理液よりも低い濃度）
の薬剤（リン酸）の水溶液（85重量％のリン酸水溶液）を供給するための水溶液供給部43
と、処理液貯留部38に水（純水）を供給するための水供給部44とで構成されている。
【００３９】
　水溶液供給部43は、所定濃度（８５重量％）及び所定温度（25℃）のリン酸水溶液を供
給するための水溶液供給源45を処理液貯留部38の外槽42に流量調整器46を介して接続する
。流量調整器46は、制御部７に接続されており、制御部７で開閉制御及び流量制御される
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。
【００４０】
　水供給部44は、所定温度（25℃）の純水を供給するための水供給源47を処理液貯留部38
の外槽42に流量調整器48を介して接続する。流量調整器48は、制御部７に接続されており
、制御部７で開閉制御及び流量制御される。
【００４１】
　処理液循環部40は、処理液貯留部38の外槽42の底部と処理槽34の底部との間に循環流路
49を形成する。循環流路49には、ポンプ50、ヒーター51、フィルター52が順に設けられて
いる。ポンプ50及びヒーター51は、制御部７に接続されており、制御部７で駆動制御され
る。そして、処理液循環部40は、ポンプ50を駆動させることで外槽42から処理槽34に処理
液を循環させる。その際に、ヒーター51で処理液を所定温度（165℃）に加熱する。
【００４２】
　処理液排出部41は、処理液貯留部38から処理液を排出する第１の処理液排出部53と、処
理液循環部40から処理液を排出する第２の処理液排出部54とで構成されている。
【００４３】
　第１の処理液排出部53は、処理液貯留部38の処理槽34の底部に外部の排液管と連通する
排出流路55を接続し、排出流路55に開閉弁56を設けている。開閉弁56は、制御部７に接続
されており、制御部７で開閉制御される。
【００４４】
　第２の処理液排出部54は、処理液循環部40の循環流路49の中途部（ヒーター51とフィル
ター52の間）に外部の排液管と連通する排出流路57を接続し、排出流路57に開閉弁58を設
けている。さらに、排出流路57の中途部（開閉弁58の下流側）に外部の排液管と連通する
バイパス流路59を接続し、バイパス流路59に開閉弁60と処理液中のシリコン濃度を計測す
るための濃度センサ61を順に設けている。開閉弁58,60は、制御部７に接続されており、
制御部７で開閉制御される。濃度センサ61は、制御部７に接続されており、制御部７によ
って処理液中のシリコン濃度が計測される。
【００４５】
　このように、基板液処理装置１では、濃度センサ61を処理液循環部40から分岐した第２
の処理液排出部54に設けているために、処理液循環部40から処理液を排出する時だけ濃度
センサ61に処理液が接液するようにしている。これにより、基板液処理装置１では、処理
液によって濃度センサ61が浸食されたり処理液に含有された不純物が濃度センサ61に付着
することによって濃度センサ61が故障や誤作動してしまうのを防止することができる。ま
た、基板液処理装置１では、濃度センサ61から析出等した塵が処理液に混入することで基
板８にパーティクルが付着して基板８を良好に液処理できなくなるのを防止することがで
きる。
【００４６】
　ここで、濃度センサ61は、図２及び図３（ａ）に示すように排出流路57から分岐したバ
イパス流路59に設けた場合に限られず、図３（ｂ）に示すように循環流路49から分岐した
バイパス流路62に設けてもよく、図３（ｃ）に示すように排出流路57に設けてもよい。濃
度センサ61を排出流路57に設けた場合には、処理液貯留部38で貯留される処理液の一部（
処理液循環部40から排出される処理液）だけが濃度センサ61に接液することになり、濃度
センサ61をバイパス流路59,62に設けた場合には、さらに処理液循環部40から排出される
処理液の一部（バイパス流路59,62から排出される処理液）だけが濃度センサ61に接液す
ることになる。そのため、濃度センサ61をバイパス流路59,62に設けることで、濃度セン
サ61に処理液が接液する時間（頻度）をより一層短く（少なく）することができる。
【００４７】
　エッチング処理装置26は、水溶液供給部43によって所定濃度（85重量％）及び所定温度
（25℃）のリン酸水溶液を処理液貯留部38に供給し、処理液循環部40によって所定濃度（
88.3重量％）及び所定温度（165℃）になるように加熱して処理液を生成し、処理液を処
理液貯留部38に貯留する。また、エッチング処理装置26は、加熱によって蒸発する水の量
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に相応する量の純水を水供給部44によって処理液貯留部38に供給する。これにより、エッ
チング処理装置26は、処理液貯留部38の処理槽34に所定濃度（88.3重量％）及び所定温度
（165℃）の処理液を貯留し、その処理液に基板昇降機構36によって基板８を浸漬させる
ことで、基板８をエッチング処理する。
【００４８】
　また、エッチング処理装置26は、処理液排出部41によって処理液貯留部38の処理液の一
部（又は全部）を排出するとともに、処理液供給部39によって新規に処理液（水溶液又は
／及び純水）を供給して、処理液貯留部38に貯留する処理液を適宜更新（交換）する。
【００４９】
　制御部７は、基板液処理装置１の各部（キャリア搬入出部２、ロット形成部３、ロット
載置部４、ロット搬送部５、ロット処理部６など）の動作を制御する。
【００５０】
　この制御部７は、たとえばコンピュータであり、コンピュータで読み取り可能な記憶媒
体63を備える。記憶媒体63には、基板液処理装置１において実行される各種の処理を制御
するプログラムが格納される。制御部７は、記憶媒体63に記憶されたプログラムを読み出
して実行することによって基板液処理装置１の動作を制御する。なお、プログラムは、コ
ンピュータによって読み取り可能な記憶媒体63に記憶されていたものであって、他の記憶
媒体から制御部７の記憶媒体63にインストールされたものであってもよい。コンピュータ
によって読み取り可能な記憶媒体63としては、たとえばハードディスク（ＨＤ）、フレキ
シブルディスク（ＦＤ）、コンパクトディスク（ＣＤ）、マグネットオプティカルディス
ク（ＭＯ）、メモリカードなどがある。
【００５１】
　基板液処理装置１は、以上に説明したように構成しており、制御部７で各部（キャリア
搬入出部２、ロット形成部３、ロット載置部４、ロット搬送部５、ロット処理部６など）
の動作を制御することで、基板８を処理する。
【００５２】
　この基板液処理装置１で基板８をエッチング処理する場合、記憶媒体63に記憶された基
板液処理プログラムに従って制御部７でエッチング処理装置26などを以下に説明するよう
に制御する（図４参照。）。
【００５３】
　まず、基板液処理装置１は、基板８のエッチング処理を開始する前に処理液貯留部38に
貯留する処理液を交換する（処理液交換工程）。
【００５４】
この処理液交換工程において、制御部７は、処理液供給部39によって処理液貯留部38に処
理液を供給させるとともに、処理液循環部40によって処理液を循環させながら加熱させて
、所定濃度（88.3重量％）及び所定温度（165℃）の処理液を生成させる。その後、制御
部７は、基板昇降機構36によってダミーのシリコンウエハを処理液に所定時間浸漬させて
、処理液中のシリコン濃度が所定濃度となるようにする。この処理液交換工程において、
制御部７は、処理液循環部40によって処理液を循環させ、所定のタイミングで開閉弁58を
開放させて処理液を処理液循環部40から第２の処理液排出部54を介して排液させる。そし
て、制御部７は、所定のタイミング（たとえば、処理液交換工程の終了直前）開閉弁60を
開放させて濃度センサ61で処理液中のシリコン濃度を計測させる。制御部７は、濃度セン
サ61で計測したシリコン濃度が所定濃度範囲内でない場合には警報し処理を中断する。な
お、処理液交換工程では、処理液を処理液循環部40で常時循環させてもよく、また、断続
的に循環させてもよく、また、たとえば、ダミーのシリコンウエハを処理液に所定時間浸
漬させ、シリコンウエハを浸漬させた直後はしばらく循環を停止させ、所定のタイミング
から循環させてもよい。
【００５５】
　ここでは、予めシリコンウエハの浸漬時間とシリコン濃度との関係を調べておき、ダミ
ーのシリコンウエハを処理液に所定時間浸漬させることでシリコン濃度が所定濃度範囲と
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なるようにしているが、濃度センサ61に所定のタイミングでシリコン濃度を計測させ、シ
リコン濃度が所定濃度範囲となるまでダミーのシリコンウエハを処理液に浸漬させるよう
に制御してもよい。なお、開閉弁60を開放させて濃度センサ61で計測させるタイミングは
、開閉弁58を開放させて処理液を排出させるタイミングよりも頻度を少なくしたほうが、
濃度センサ61に処理液が接液する時間（頻度）をより一層短く（少なく）することができ
る。
【００５６】
　濃度センサ61で計測したシリコン濃度が所定濃度範囲内になった後に、基板液処理装置
１は、基板８のエッチング処理を行う（基板液処理工程）。
【００５７】
　この基板液処理工程では、基板８を処理槽34に搬入する基板搬入工程と、処理槽34で基
板８を処理する基板処理工程と、処理槽34から基板８を搬出する基板搬出工程とを行う。
【００５８】
　基板搬入工程では、基板昇降機構36を処理槽34の内部から上昇させた後に、同時に処理
する１ロット分の基板８をロット搬送機構19から基板昇降機構36へと搬送させ、その後、
基板８を保持した基板昇降機構36を処理槽34の内部へと降下させる。これにより、処理槽
34に貯留された処理液に基板８が浸漬される。
【００５９】
　基板処理工程では、処理槽34の内部で基板昇降機構36を降下させた状態のまま所定時間
保持させる。これにより、基板８が処理液に所定時間浸漬され、基板８がエッチング処理
される。
【００６０】
　基板搬出工程では、基板８を保持した基板昇降機構36を処理槽34の内部から上昇させた
後に、同時に処理した１ロット分の基板８を基板昇降機構36からロット搬送機構19へと搬
送させる。
【００６１】
　この基板液処理工程において、基板８が処理液でエッチング処理されると、処理液に含
有されるシリコンの濃度が徐々に増加する。処理液の能力（エッチングレート）が処理液
中のシリコン濃度に依存するために処理液中のシリコン濃度を一定濃度範囲内に保持する
必要がある。そのため、制御部７は、基板８のエッチング処理中にポンプ50を駆動させて
処理液循環部40で処理液を循環させ、所定のタイミングから断続的に開閉弁58を開放させ
て処理液の一部を処理液循環部40から第２の処理液排出部54を介して排出させるとともに
、処理液供給部39から新たな処理液を供給させる。そして、制御部７は、所定のタイミン
グ（たとえば、基板液処理工程の開始直後や終了直前）で開閉弁60を開放させて濃度セン
サ61で処理液中のシリコン濃度を計測させる。制御部７は、濃度センサ61で計測したシリ
コン濃度が所定濃度範囲内でない場合には警報し処理を中断する。なお、基板液処理工程
では、処理液を処理液循環部40で断続的に循環させてもよく、また、常時循環させてもよ
い。
【００６２】
　ここでは、予め基板８のエッチング時間とエッチング処理中の処理液の排出量と新規の
処理液の供給量とシリコン濃度との関係を調べておき、基板８のエッチング処理中に所定
量の処理液を排出するとともに、所定量の処理液を新たに供給することでシリコン濃度が
所定濃度範囲となるようにしているが、濃度センサ61に所定のタイミングでシリコン濃度
を計測させ、シリコン濃度が所定濃度以上となった場合に基板液処理工程を終了するよう
に制御してもよい。なお、ここでも開閉弁60を開放させて濃度センサ61で計測させるタイ
ミングは、開閉弁58を開放させて処理液を排出させるタイミングよりも頻度を少なくした
ほうが、濃度センサ61に処理液が接液する時間（頻度）をより一層短く（少なく）するこ
とができる。
【００６３】
　基板液処理装置１は、基板搬入工程と基板処理工程と基板搬出工程とを所定回数繰り返
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して行った後に、処理液のシリコン濃度が所定範囲内となるように調整する（調整工程）
。
【００６４】
　この調整工程において、制御部７は、処理液供給部39によって処理液貯留部38に処理液
を供給させるとともに、処理液循環部40によって処理液を循環させながら加熱させて、所
定濃度（88.3重量％）及び所定温度（165℃）の処理液を生成させるとともに、処理液中
のシリコン濃度が所定濃度となるように調整する。この調整工程において、制御部７は、
処理液循環部40によって処理液を循環させ、所定のタイミングから断続的に開閉弁58を開
放させて処理液を処理液循環部40から第２の処理液排出部54を介して排液させるとともに
、処理液供給部39から新たな処理液を供給させる。そして、制御部７は、所定のタイミン
グ（たとえば、調整工程の終了直前）で開閉弁60を開放させて濃度センサ61で処理液中の
シリコン濃度を計測させる。制御部７は、濃度センサ61で計測したシリコン濃度が所定濃
度範囲内でない場合には警報し、処理槽34への基板８の搬入を中断する。なお、調整工程
では、処理液を処理液循環部40で常時循環させてもよく、また、断続的に循環させてもよ
く、また、しばらく循環を停止させ、所定のタイミングから循環させてもよい。
【００６５】
　ここでは、処理液の排出量と新規の処理液の供給量とシリコン濃度との関係を調べてお
き、所定量の処理液の排出し、所定量の処理液を新たに供給することでシリコン濃度が所
定濃度範囲となるようにしているが、濃度センサ61に所定のタイミングでシリコン濃度を
計測させ、シリコン濃度が所定濃度範囲となるまで処理液を排出し、新規の処理液を供給
するように制御してもよい。なお、開閉弁60を開放させて濃度センサ61で計測させるタイ
ミングは、開閉弁58を開放させて処理液を排出させるタイミングよりも頻度を少なくした
ほうが、濃度センサ61に処理液が接液する時間（頻度）をより一層短く（少なく）するこ
とができる。
【００６６】
　以上に説明したように、上記基板液処理装置１では、処理液貯留部38に貯留した基板８
を処理するための処理液を処理液循環部40で循環し、循環する処理液を処理液循環部40の
途中で分岐した第２の処理液排出部54から排出し、排出する処理液中のシリコン濃度を第
２の処理液排出部54に設けた濃度センサ61で計測する。
【００６７】
　これにより、上記基板液処理装置１では、濃度センサ61が処理液に接液する時間を短く
することができ、濃度センサ61の故障や誤作動等の発生を防止することができるとともに
、濃度センサ61から析出等した塵が基板８にパーティクルとなって付着するのを防止する
ことができ、基板８を良好に液処理することができる。
【００６８】
　なお、その他の実施形態として、図４に示した実施形態では、基板液処理工程および調
整工程において、処理液中のシリコン濃度を一定濃度範囲内に保持するため、制御部７は
、基板８のエッチング処理中にポンプ50を駆動させて処理液循環部40で処理液を循環させ
、所定のタイミングから断続的に開閉弁58を開放させて処理液の一部を処理液循環部40か
ら第２の処理液排出部54を介して排出させるとともに、処理液供給部39から新たな処理液
を供給しているが、これに限られることはなく、図５に示すように所定のタイミングから
所定時間で連続的に開閉弁58を開放させて処理液の一部を処理液循環部40から第２の処理
液排出部54を介して排出させるとともに、処理液供給部39から新たな処理液を供給するよ
うにしてもよい。
【００６９】
　また、基板液処理工程において、基板液処理工程の開始からたとえば工程の途中まで連
続的に処理液を排出するとともに、処理液を供給するようにし、その後は処理液の排出も
供給も行なわないようにしてもよく、また、基板液処理工程の開始からたとえば処理の途
中まで処理液の排出も供給も行なわないようにし、途中から終了まで連続的に処理液を排
出するとともに、処理液を供給するようにしてもよい。
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【００７０】
　また、その他の実施形態として、開閉弁60を開放させて濃度センサ61で計測させるタイ
ミングは、開閉弁58を開放させて処理液を排出させている間の所定のタイミング（たとえ
ば、基板液処理工程の開始直後や終了直前）とすることで、濃度センサ61に処理液が接液
する時間（頻度）をより一層短く（少なく）することができる。
【００７１】
　また、その他の実施形態として、たとえば、排出する処理液中のシリコン濃度を第２の
処理液排出部54に設けた濃度センサ61で複数回計測した値を基に、基板液処理工程におい
て、複数の計測値からシリコン濃度の上昇率を求め、基板8を処理する間にシリコン濃度
が所定濃度範囲を超えると想定されると判断した場合は、シリコン濃度が所定濃度範囲を
超えないよう処理液を排出する排出量および新規の処理液の供給する供給量を補正しても
よい。
【００７２】
　また、その他の実施形態として、濃度センサ61に処理液が接液する時間（頻度）をより
一層短く（少なく）するために、第２の処理液排出部54に設けた濃度センサ61に処理液を
通液しない間は、処理液が残留しないように、たとえば、濃度センサ61に不活性ガスまた
は純水を供給し、処理液を除去するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００７３】
　１　基板液処理装置
　７　制御部
　８　基板
　38　処理液貯留部
　39　処理液供給部
　40　処理液循環部
　41　処理液排出部
　61　濃度センサ
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